


から

６ 年 １２ 月 １３ 日 まで

別冊約款中選択される条項は次のとおりである。

（適用されるものは○印、削除されるものは×印。）

１ 回以内

（注）国庫債務負担行為に係る契約にあっては、別紙を添付する。

７　支給材料及び貸与物件

契 約 締 結 日 の 翌 日

岡山森林管理署

数 量

２本

２本

引渡予定場所

岡山森林管理署

鉄製

６　選択条項

５　請負金額

×

適用削除の区分

植栽器具

×

×

×

×

品　名

植栽器具 アルミ製

○

×

×

×

○

品質規格

 前金払

森林整備事業請負契約書（案）

（うち取引に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税」という。）額

〔注〕（  ）の部分は、請負者が課税業者である場合に使用する。

ただし、作業種別又は箇所別の事業期間は別紙可分事業内訳書のとおり

三尾国有林外森林整備事業（造林）

別紙図面のとおり

別紙可分事業内訳書のとおり

金　　 　　 　円也

令和

金　　　 　　 円也

３　事 業 量

４　事業期間

１　事 業 名

２　事業場所

選択事項

 契約保証金の納付

 契約保証金の納付に変わる担保となる有価証券
 等の提供

 銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証

 公共工事履行保証証券による保証

 履行保証保険契約の締結

 支給材料及び貸与品

 国庫債務負担行為に係る契約の特則

 中間前金払

 分の 　　以内

 部分払  第38条

 第40条

選択条項

 第4条第1項第1号

 第4条第1項第2号

 第4条第1項第3号

 第4条第1項第4号

 第4条第1項第5号

 第15条

 第35条第1項

 第35条第4項

引渡予定月日

契約締結の日

契約締結の日

収入

印紙



８　特約事項

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

令和　　 年　　 月　　 日

発注者

印

請負者

印

（注）

　本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。

住 所

氏 名

住 所

氏 名

岡山森林管理署長

岡山県津山市小田中２２８－１

分任支出負担行為担当官

請負代金は、近畿中国森林管理局において支払うものとする。

採用された技術提案については、請負者は履行するものとする。（別紙１）

下刈折損の損害賠償については、別紙２のとおりとする。

契約約款第38条第1項は、別紙可分事業内訳書の作業毎に適用するものとする。

使用材料は書面により報告し、必ず承認を受けること。

暴力団排除に関する特約条項は別紙３のとおり。

請負者が共同事業体を結成している場合においては、請負者の住所及び氏名
の欄には、共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその他の構成員
の住所及び氏名を記入する。

　上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて

本契約書及び令和６年３月２７日に交付した国有林野事業造林事業請負契約約款によっ

て公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

　また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定

書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。



別紙１

「植付作業の効率的な実施
と活着率向上のための工
夫」

「下刈作業における造林木
の切損防止のための工夫」

技術提案に関する特約事項

安全管理への工夫と対策

提案項目 提　案　内　容

事業計画の工程管理
(工程管理に係わる技術的
所見）

品質の確認方法及び管理
方法に対する技術所見

(課題）

事業上の課題に係わる技
術的所見

(課題）



別紙２

１　下刈作業において乙が切損した苗木の切損率が次の３に定める許容切損率を超える

　場合は、甲は損害賠償の請求をすることができる。

２　賠償額は甲の定める賠償基準により計算した額とする。

３　苗木の許容切損率は次のとおりとする。

林　　齢 １　　年 ２　　年 ３　　年 ４年以上

許容切損率 ３　　％ ３　　％ ２　　％ １　　％

４　林齢１年とは、前年度の秋から当年度の春までに植栽したもの、以下これを基準に

　林齢を見る。

５　切損とは、樹幹を完全に切断したもの又は切断により生育が著しく阻害されるもの

　をいう。

下刈切損の損害賠償



別紙３

（属性要件に基づく契約解除）

第１条

(1) 　法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者

法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所を

いう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に

関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力

団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員

をいう。以下同じ。）であるとき

(2) 　役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者

に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると

き

(3) 　役員等が暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与す

るなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与し

ているとき

(4) 　役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用する

などしているとき

(5) 　役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している

とき

（行為要件に基づく契約解除）

第２条

(1) 　暴力的な要求行為

(2) 　法的な責任を超えた不当な要求行為

(3) 　取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(4) 　偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為

(5) 　その他前各号に準ずる行為

（表明確約）

第３条

２

（再請負契約等に関する契約解除）

第４条

　甲（発注者をいう。以下同じ。）は、乙（請負者をいう。以下同じ。）が次の

ることができる。

暴力団排除に関する特約条項

各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除す

　甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合

は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

　乙は、第１条の各号及び第２条各号のいずれにも該当しないことを表明し、か

つ、将来にわたっても該当しないことを確約する。

　乙は、前２条各号の一に該当する行為を行った者（以下「解除対象者」という

。）を再請負人等(再請負人（再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を

含む。）、受任者（再委任以降の全ての受任者を含む。）及び再請負人若しくは

受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下

同じ。）としないことを確約する。

　乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに



２

（損害賠償）

第５条

２

（不当介入に関する通報・報告）

第６条

負人等）との契約を解除させるようにしなければならない。

当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者（再請

これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

　乙は、甲が第１条、第２条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合

において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

　甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは

再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反し

て当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象

者（再請負人等）との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を

解除することができる。

　甲は、第１条、第２条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合は、

　乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼう

ゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入

」という。）を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒

否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への

通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。



三尾国有林外森林整備事業（造林）

森林
事務所

作 業 種 記番 国有林・林小班 数量 林齢 摘要

刑部 地拵 自 契 約 締 結 日 の 翌 日 801  三尾517に 1.63ha 　全刈存置

至 令 和 6 年 12 月 13 日 802  三尾517ほ 1.69ha 　全刈存置

803  三尾517ほ 0.19ha 　全刈筋置

計 3.51ha

自 契 約 締 結 日 の 翌 日 804  三尾517に 2.18ha 　ヒノキ 4,796本

至 令 和 6 年 12 月 13 日 805  三尾517ほ 1.88ha
　スギ　 0.20ha  420本
　ヒノキ 1.68ha 3,696本

計 4.06ha

自 令 和 6 年 7 月 1 日 806  三尾518ち 1.81ha 2 　全刈

至 令 和 6 年 8 月 30 日 807  三尾518る 3.77ha 2 　全刈

計 5.58ha

新郷 自 令 和 6 年 7 月 1 日 901  槇ヶ迫595ほ3 4.66ha 2 　筋刈

至 令 和 6 年 8 月 30 日 902  槇ヶ迫595ほ4 4.90ha 2 　筋刈

計 9.56ha

自 令 和 6 年 10 月 1 日 903  三室582ろ1 1.11ha 2 　全刈

至 令 和 6 年 12 月 13 日 904  三室583に 0.82ha 2 　全刈

905  三室583と 1.67ha 2 　全刈

計 3.60ha

計 3.51ha

計 4.06ha

計 18.74ha

26.31ha

可　分　事　業　内　訳　書

事　業  期  間

植付
（新植）

下刈

下刈

下刈

地　拵

植　付

下　刈

合　　　計







（地拵の確認）
１

（植付樹種、植付本数並びに列間、苗間距離）
２

植付樹種 １㏊当たりの植付本数（本/㏊）

　スギ 　2,100本（三尾）

　ヒノキ 　2,200本（三尾）

３

４

５

図（平面図）【例 2,100本/ha】

図（側面図）【例 2,100本/ha】

植付仕様書
（ﾏﾙﾁｷｬﾋﾞﾃｨｰｺﾝﾃﾅ苗）

　地拵と植付を一括契約した場合、地拵終了後直ちに監督職員の確認又は部

分検査を受け、必要があるときは手直しを行った後、植付に着手する。

　植付樹種、植付本数は次のとおりとする。

　植付は等高線方向に地拵筋に沿って行う。

　無地拵又は全刈存置地拵箇所の植付は原則として方形植とし、列間及び苗

間距離は「2,100本植区2.20ｍ」「2,200本植区2.15ｍ」とする。

　全刈筋置地拵箇所の植付は、植付筋２列植、列間及び苗間距離は「2,100

本植区：列間2.20ｍ・苗間2.20ｍ」「2,200本植区：列間2.20ｍ・苗間2.10

ｍ」を原則とし、下図の要領により植付ける。

列間 2.20ｍ 苗間 2.20ｍ

尾筋

筋置

沢筋

筋置区植付筋筋置区
（沢筋）

0.5ｍ 0.5ｍ

（尾筋）

2.20ｍ



（苗木の管理）
６

（植付要領）
７

８

９

10

11

12

（苗木の管理・取扱）
13

14

　植付本数及び列間、苗間距離の基準に基づき、適宜の物差し（列間、苗間

の印を付したもの）を用いて植付地点を決定する。

　苗木の運搬及び植付の際は、苗木袋等を使用し苗木が乾燥しないよう注意

する。

　苗木の取扱は丁寧にし、根鉢の損傷等がないよう注意する。

　踏付けは、簡単に抜けることが無いよう、適度に体重をかけて押さえ、苗

木を安定させる。（根鉢を潰さないように留意すること。）

　植穴に苗木を挿し込み、垂直になるよう据えつける。（根鉢と植穴との間

に空隙がある場合は土を入れる。）

　植栽器具を植付地点に挿し込み、直径約５～６㎝、深さ約15～16㎝の植穴
をつくる。

　苗木は植付場所に近い日陰で、水害等の被害のおそれのない所に保管し、

必要に応じてシート等で直射日光を遮断し潅水を行うなど、苗木の乾燥防止

に注意すること。ただし、苗木が蒸れ過ぎないよう必要な措置を講ずるこ

と。

　植付地点に伐根、石礫等があって植付困難な場合は、苗間方向に移動して

調整し、列間方向では調整しないこと。

土の寄せかけは、根鉢の上端より２㎝程度の高さが植付後の地表面となるよ

うにするとともに、根鉢と植穴との間に空隙がない状態にすること。

























岡山森林管理署

林分条件

傾斜及び
植生量

作業手段
人員輸送距離

(往復)
通勤時間

(往復)
通勤起点

地拵 刑部  三尾517に 1.63 ha  契約締結日の翌日～ やや難39% 中61% 人力・機械併用 13.4 km　 48 分  真庭市北房支所

 三尾517ほ 1.69 ha 中100% 人力・機械併用 13.4 km　 52 分  真庭市北房支所

 三尾517ほ 0.19 ha やや難100% 人力・機械併用 13.4 km　 52 分  真庭市北房支所

計 3.51 ha 

刑部  三尾517に 2.18 ha  契約締結日の翌日～ 中90% 易10% 人力 13.4 km　 48 分  真庭市北房支所

 三尾517ほ 1.88 ha 中100% 人力 13.4 km　 52 分  真庭市北房支所

計 4.06 ha 

下刈 刑部  三尾518ち 1.81 ha  令和6年7月1日～ 中100% 人力・機械併用 12.4 km　 50 分  真庭市北房支所

 三尾518る 3.77 ha 中100% 人力・機械併用 12.0 km　 42 分  真庭市北房支所

計 5.58 ha 

下刈 新郷  槇ヶ迫595ほ3 4.66 ha  令和6年7月1日～ 中42% 易58% 人力・機械併用 16.8 km　 80 分  新見市哲西支局

 槇ヶ迫595ほ4 4.90 ha 難34% 中66% 人力・機械併用 16.8 km　 74 分  新見市哲西支局

計 9.56 ha 

下刈 新郷  三室582ろ1 1.11 ha  令和6年10月1日～ 中45% 易55% 人力・機械併用 40.2 km　 92 分  新見市神郷支局

 三室583に 0.82 ha 令和6年12月13日 難41% 中59% 人力・機械併用 40.8 km　 93 分  新見市神郷支局

 三室583と 1.67 ha 難15% 中85% 人力・機械併用 41.0 km　 90 分  新見市神郷支局

計 3.60 ha 

事業期間

事業名：三尾国有林外森林整備事業（造林）

(別紙)契約情報の公表様式

作業条件

作業種
森林

事務所
国有林・林小班 実行数量

植付
（新植） 令和6年12月13日

令和6年8月30日

令和6年12月13日

令和6年8月30日
















